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長野市農業委員会 第 24 回総会議事録 

 

１ 日 時   令和４年１月 31 日（月） 

        開始時刻 午後１時 30 分  終了時刻 午後３時 54 分 

２ 場 所   会議室 203（第二庁舎 10 階） 

３ 出席委員 

   ３番 青木  保    ４番 曽根 信一    ５番 田中 章一 

   ６番 岡村  豊    ７番 鈴木 洋一   １０番 村田千代春 

  １２番 小滝 愛子   １３番 北村  守   １４番 中島  清 

  １５番 林部 安壽   １６番 羽田  悟   １８番 関  正和 

  ２１番 酒井 昌之   ２２番 塚田  厚   ２５番 北村 正彰 

４ 欠席委員   

   １番 善財 良治    ２番 池田 昌子    ８番 青木 明夫 

   ９番 小林 清男   １１番 佐藤 太吉   １７番 中澤 澄夫 

  １９番 吉原 俊夫   ２０番 松田 光平   ２３番 和田  修 

  ２４番 北原 幸平 

５ 会議に出席した職員 

   農業委員会事務局 

   事務局長 市川 隆道  主幹兼事務局長補佐 竹下今朝光  事務局長補佐 松橋  泰 

   事務局長補佐 竹内 晃仁  係  長 大前  健  主  査 酒井 雅宏 

   主  査 駒村貴久美 

   農業政策課 

   係  長 市川 和正 

６ 議 事 

(1) 農地法等に係る事項について 

  議案第 211 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  報告第 97 号 農地法第５条の規定による許可申請の取り下げについて 

  議案第 212 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

  議案第 213 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

  議案第 214 号 農地法第３条第１項目的の買受適格証明について 

  議案第 215 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定による「農用地利用集積

計画」の決定について 

  議案第 216 号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第３項の規定による農

用地利用配分計画（案）の意見聴取について 

  議案第 217 号 非農地決定について 

  報告第 98 号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

  報告第 99 号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について 

  報告第 100 号 農地法第４条の規定による農業用施設（２ａ未満）の届出について 

  報告第 101 号 農地中間管理事業に関する農用地利用配分計画（案）の報告について 
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(2) その他農業委員会業務に係る事項について 

  議案第 204 号 農地等利最適化推進施策に関する意見書について 

  議案第 218 号 長野市農政懇談会について 

  議案第 219 号 農地の賃借料情報について 

  議案第 220 号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針（令和４年度〜令和８年度）

について 

 

 

曽 根 会 長 代 理  連日、テレビを見ますと長野市のコロナ感染者が多く発生し

ています。会議につきましても短い時間で終われるように皆様

のご協力をお願いしたいと思います。 

 第 24 回総会に出席いただきましてありがとうございます。

会長代理の曽根です。本日の進行を務めさせていただきます。

はじめに農業委員会憲章の唱和を行いますが、通常ですと皆様

にご唱和いただくところですが新型コロナウイルス感染拡大

のため、私が農業委員会憲章を読み上げますので、皆様は着座

のまま黙読をお願いします。 

 【農業委員会憲章唱和】 

曽 根 会 長 代 理  ありがとうございました。ただいまから第 24 回総会を開会

いたします。お手元に総会次第及び資料を用意しておりますの

で、ご確認をいただきたいと存じます。本日の総会につきまし

ては、現在の出席委員は、在籍委員 25 名中 16 名で、過半数に

達しておりますので、農業委員会等に関する法律第第 27 条３

項に基づき総会は成立しております。なお、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、１月の地区調査会においてご了承い

ただき、１月、２月の総会については、会長、会長代理、地区

調査会長以外の農業委員の出席を半数といたしました。総会の

要求を満たす過半数を確保した上で開催させていただきます。

それでは挨拶ですが、初めに、青木会長よりお願いいたします。 

青 木 会 長  皆さん、ご苦労様でございます。新しい年を迎えて、既に１

カ月が過ぎようとしております。今年は例年以上に雪が多いと

いうことで、実は、先週、須坂の長野県農業大学校果樹試験場

に農大生が、今、最後の卒業の追い込みをしておりますけども、

そこの講師で呼ばれまして、試験場へ行って１時間程お話して

きましたけれど、23 名の農大生がおられました。 

 その中で、先生とお話しする機会がありましたが、今年は今

のところ、リンゴ、モモも含めて、非常に発芽の状況がいいと

いうことです。特にフジの場合は、去年に比べて雲泥の差で発

芽の状況がいいということで、このままうまくいくと、いい年

になるのではないかなとそういう話をお聞きしました。 
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 いずれにしても昨年は、凍霜害、長雨、雹の被害が大きかっ

たので、こういった影響が無いように、今年こそ豊作を願いた

いと思っております。 

 皆さま今、マスク、手洗い、換気等していただいております

けれども、実は私は、土曜日、開業医に行く用事があって行き

ましたら、受付を済ませて見ると、ほとんど医院の中に誰もい

ないのですよ。聞いたら、全て車の中で待機してということを

言われました。確かに、待合室から、それぞれの駐車場の車中

で呼び出しベルを渡されまして、呼んだら来てくれということ

でありました。少し待っておりましたら主治医の先生が、いわ

ゆる簡易検査、抗原検査の器具を持って来まして、そこでチェ

ックをして、異常のない人だけ中に入るというような状況で、

自分の身の回りにいよいよオミクロン株も来たかなというこ

とで、非常に緊張感のある状況だと感じました。 

 私どもの活動も、特に地域の皆さまがたと接しなきゃならな

いということが大事なのですけれど、コロナだけは避けて通れ

ないということで、お互いに感染だけはしないように、最大限

の防御を図っていただければありがたいというふうに思いま

す。 

 今年で私どもの活動も３年目になります。18 期もいよいよ最

後の年になるわけです。１年目に種をまいて、２年目に成長さ

せて、３年目は果実の収穫という大きなホップステップジャン

プという年になるわけですけども、私自身考えておりますこと

が、大きく分けて二つあります。一つは、私どもの活動を、い

ろんな意味で、地域へ情報をどんどん発信していかなければい

けないというふうに思っております。２年間学んだ経験を含め

て、地域の農業関係者を含めた皆さんがたにフィードバックす

るということが一つあると思います。 

 それともう一つは、一番、私ども、目先で大事なのは、やっ

ぱり荒廃農地を少なくするということです。私は前々から気に

はなっているのですが、特に、私ども農業委員会が実施してお

ります農地利用状況調査の中で、特にＢ分類ですね。山林原野、

これが全体の 21 パーセント占めているということです。非常

に大きな数値を占めています。 

 この前、たまたま近隣の小川村さんの同じデータを見せてい

ただいたのですけれども、小川村さんは全体の荒廃地が 10 パ

ーセント切っているのですよ。平均で。長野市は 30 パーセント

です。その差はなんだっていったら、Ｂ分類、いわゆる山林原

野はもう確実に非農地に全部しちゃっているのですよ。ですか

ら、それぞれの委員さんが保持しなきゃならない農地面積が非
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常に明確だということになります。 

 ところが、私たち長野市の場合は、残念ながら山林原野、10

年も 20 年もそのままになったものも、まだ農地なのです。そこ

で数字だけ見れば、異常に高い数字です。知らない人が見れば、

長野市は３分の１が荒廃地じゃないか。数字だけではそういう

ふうに捉えられるということから、私はぜひとも、これは正常

な形に直さなきゃいかんな、修正しなきゃいけないというふう

に思っています。 

 所有者の方はそんなに抵抗ないと思います。既に、杉植えて

20 年、30 年たった畑をいまさら、畑にしますから変えないでく

れ、とは言わないと思います。ただ残念なのは、相続はあまり

うまくいってないということ。相続の件では結構、手間もかか

るし、費用もかかるというふうに思いますけれども、いずれに

いたしましても、この辺の数値を、できれば今年１年間かけて、

少しでも、目標値では 10 パーセントの半分ぐらいにできれば

なと思いますけども、相当の事務量になりますので、簡単には

いかないなと思っております。 

 この辺は私も、事務局のほうにも、具体的な方法について

早々に検討していただきたいという依頼はしておりますけれ

ども、ぜひこの辺の着手も、私ども、きちんとしておきたいな

と思います。18 期ですべて実施はできないと思いますけれど

も、こう手を付けることによって、次の方々が、この内容をま

た継続してやっていただけるのではないかなということで、是

非お願いをしたいと思います。 

 それから、１月に入りまして、荻原新市長と、新規就農者の

懇談会が行われました。対象者としては、長野市の親元就農の

支援事業の支援を受けている若者、それと、国の支援を受けて

いる若者。合計４名の代表の方でしたけれど、ほとんどは果樹

栽培で、それぞれ個性のある方々であり非常に将来頼もしい

な、いうことを感じました。 

 私からは、とにかく皆さんがた農業委員と最適化推進委員だ

けは、まず名前をおぼえてくれとお願いしました。農地、他の

ことも含めて、何かあったら農業委員さんや、最適化推進委員

さんにすぐ飛んでいって相談してくれというふうに、私のほう

から、再度お願いをいたしました。最近は JA さんもなかなか、

担い手さんの、いわゆる面倒を見る、支援するというところま

で手が回ってないというような現状であると思います。農業委

員がその代わりを全てというわけではございませんけれども、

その辺をぜひご協力をお願いしたいと思います。 

 最後に、昨年２月から皆さまがたにご論議いただきまして、
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アンケート取っていただきました農業振興アクションプラン

の見直しについて、最終の答申を、１月 13 日に市のほうに提出

をさせていただきました。11 月いっぱい、１カ月間、市民に対

するパブリックコメントを行いまして、パブリックコメントで

は全部で 15 件の意見が出ておりました。それぞれ反映できる

ものとできないものを含めて、今回のアクションプランの見直

しの中に反映をされております。いずれに対してもまた、早々

に議会にご提案されて、４月の初めから新しい第２期の農業振

興アクションプランがスタートということになると思います。 

 この中で、私どもの農業委員の関北部地区調査会長からも、

プランだけじゃなくて実効性のある行政にしてほしいという

ことで、荻原市長さんにも提言したということもございます。

私どもも、これを本物にするためにも、注目をしていただきた

いと思います。 

 本日は、議題といたしましていくつかございます。農地法、

それから経基法等々に、ちょっとボリュームがありますけれど

も、先ほどもありましたように、できるだけ効率上げて確認を

させていただきたいというふうに思っていますので、ご協力を

よろしくお願いいたします。以上で私の挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

曽 根 会 長 代 理  ありがとうございました。続きまして、市川事務局長より、

ご挨拶お願いします。 

市 川 事 務 局 長  どうも、こんにちは。事務局の市川でございます。本日は、

ご多用の中、会長はじめ委員の皆さまには、第 24 回総会にご出

席をいただきまして、ありがとうございます。 

 本日、令和４年最初の総会となります。しばらくはコロナの

感染状況を注視しながらの開催となりますが、委員皆さまには

ご理解、ご協力をいただき感謝を申し上げます。また、１月か

ら２月にかけましては、各種行事を計画しておりましたが、や

むを得ず中止に追い込まれました。今後のコロナ感染拡大等の

状況にもよりますけれども、できるだけ早いうちに、通常の活

動が可能となることを祈っております。 

 さらに、今ほど会長のご挨拶にありました、非農地決定の推

進につきましては、事務局といたしましても、重点的に進めて

まいりたいと、このように考えております。実施計画の前倒し

等、早急に検討いたしまして、皆さまにお示しをしたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議事項は、農地法関係等の議案が 11 件、報告案件５

件でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

曽 根 会 長 代 理  ありがとうございました。続きまして議長就任ですが、長野
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市農業委員会会議規則第６条の規定により、会長が議長となっ

ておりますので、青木会長に就任していただきます。青木会長、

議事進行をお願いいたします。 

議 長  それでは規定に基づきまして、議事進行させていただきま

す。ご協力よろしくお願いいたします。着座にて進行させてい

ただきますので、ご了解いただきまして、お願いいたします。

それでは最初に、議事録署名人の指名を行います。議席番号 25

番 北村正彰委員と議席番号４番 曽根委員にお願いいたしま

す。よろしくお願いします。 

 議事に入る前に確認をいたします。農業委員会等に関する法

律第 31 条に、農業委員会の委員は自己または同居の親族、もし

くはその配偶者に関する事項については、その議事に参与する

ことができないとの規定がございます。本日の議事案件に関し

ましては、議案第 215 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１

項の規定による農用地利用集積計画の決定において、お手元に

配布いたしました別紙１のとおり、関係委員が議事に参与する

ことができない案件がございます。 

 この他に、本日の議案案件の中に、委員の同居の親族、委員

の配偶者が当事者、同意者、利害関係者などとなっている方が

ございましたらお申し出ください。別紙１以外はよろしいです

かね。 

 【該当者なし】 

議 長  では、なしと確認をいたしました。次に、議案の訂正等の報

告を事務局からお願いします。 

酒 井 主 査 

 

 事務局の酒井と申します。農地法にかかる事項につきまし

て、訂正はございません。農業経営基盤強化促進法にかかる事

項に関する訂正につきましては、お配りしました訂正票をご確

認いただきたいと思います。詳細につきましては、後ほど担当

から議案と合わせてご説明いたします。よろしくお願いいたし

ます。 

議 長  それでは早速、議事に入っていきたいと思います。農家創設

のヒアリングに入りたいと思います。本日は、農地法に関わる

法人参入の案件が１件ございます。最初に聞き取り調査を行い

ます。事務局より、議案及び議事の流れについて説明をお願い

いたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 事務局の竹下です。農家創設、法人参入案件について説明を

させていただきます。着座にて失礼いたします。別冊 1-2、議

案第 215 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について、この 31 ページの番号

22 番及び 32 ページの番号 26 番の案件と関連で、別冊２、議案
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第 216 号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第３項

の規定による農用地利用配分計画の意見徴収についての３ペ

ージの番号２番でございまして、本件は、法人の農家創設とな

ります。 

 次第にはありませんが、法人の担当者から、事情聴取を事前

に行うものです。株式会社●●が吉地区の農地に賃貸借権を設

定して、農地所有適格法人以外の法人、いわゆる一般法人とし

て農業参入するものです。既に調査会に出席し、営業計画の説

明をしていただいておりますが、法人の農業参入案件でござい

ますので、本日の総会においても、営農計画の説明をお聞きす

るということでお越しいただいております。審議の流れについ

て説明いたします。 

 まず、地区調査会長から補足説明及び調査結果の報告をお願

いします。次に、現在、外で待機中の法人の担当者が入室し、

営農計画の説明をしていただき、質疑応答を行います。質疑応

答終了後、法人担当者には退席していただき、その後、通常の

審議を行います。審議の流れにつきましては以上です。 

議 長  ただ今、事務局から議案と審議の流れについての説明があり

ました。続いて、北部地区調査会長から、法人の営農計画につ

いての調査結果並びに補足説明をお願いします。なお、資料は

別冊４の他、関係議案は別冊 1-2 の議案第 215 号及び別冊２の

議案第 216 号となります。それでは、北部地区調査会長よろし

くお願いします。 

関 地区調査会長  はい。北部地区調査会の関です。お手元の資料、別冊 1-2 の

32 ページ、ナンバー26。関連でナンバー22 になっております

が、北部地区調査会におきまして、この法人の代表者及び実質、

主に営農する、専務から営業計画書に基づきまして説明を受け

ました。それを受けた後、調査会で審議をしました。この営農

する専務につきましては、現在中野市で、平成 27 年からイチゴ

栽培を始めて、実績を上げてきたわけでございます。少し規模

を拡大して、法人農家を創設する中で、イチゴ栽培に加えまし

て、観光農園、イチゴ狩りというような観光農園を加えてやっ

てきたい、というようなことで計画したようです。 

 現在、中野市でイチゴ栽培、25 アールほど栽培しているので

すが、長野市のこの予定として希望している農地につきまして

は、そこを選んだ理由としては、先ほど申し上げた観光農園を

していきたいということで、主に交通の利便性を考えて、長野

市に近い吉という地籍に園地を求めたというところです。 

 実質、その求めた園地につきましては、もう数年、耕作をし

ていない状態です。周りに畑がありますので、山林原野という
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ところまではいかないのですが、活用してない農地になります

ので、そういう意味では、園地として求めたわれわれの周りと

すれば、農地活用としてはいいのではないかという説明等々、

委員の中では話しをされたわけでございます。 

 どちらにしても、中野で 25 アールのイチゴ栽培の中でそれ

なりの実績を上げておりますし、営農計画の中でも説明があり

ましたように、今後の事業方針も明確でありますし、経営能力

もあるということで、農地活用の面からも適当であるという調

査会での判断になったところです。以上です。 

議 長  ありがとうございました。それでは法人の担当者から聞き取

りを行いたいと思います。説明を行う法人の担当者に入室をお

願いいたします。 

 【法人担当者入室】 

議 長  お座りください。ご苦労さまでございます。長野市農業委員

会の会長の青木と申します。本日は遠方からご足労いただきま

してありがとうございます。それでは最初に自己紹介をしてい

ただいた後、株式会社●●様の営農計画等のご説明をお願いい

たします。それでは、よろしくお願いします。 

●● ●●専務  株式会社●●の、専務の●●と申します。代表取締役が●●

ですが、本日諸用のため、私が代わって説明させていただきま

す。 

 まず、●●に関しましては、去年、会社として立ち上げまし

た。その経緯といたしまして、●●という会社は、ジャム会社

を経営しておりまして、ジャムの関係で原料のイチゴが必要に

なるということで、私、もともと長野出身で、大学は神奈川県

のほうに行っていたのですが、結婚の関係で、●●の娘さんと

結婚しまして、その関係で農業に就くことを決心しました。中

野市のほうで、25 アールのイチゴ栽培を現在しております。 

 それで、長野市のほうで今回土地を探しており、ちょうど吉

の辺りは、そのまま長野市から向かっていけば中野の方面に抜

けるということで、ちょうど中間地点に当たることと、あと、

●●の本社の近くということで、近くでイチゴを栽培したいと

いうことと、将来的に長野市で経営していきたいということが

ありましたので、今回、その土地で経営させていただきたいと

考えております。 

 営農計画についてご説明いたします。まず、営農の概要とし

ましては、私が個人で行っていたイチゴの栽培・販売に関する

ことを●●という会社の経営に組み込み、観光農園として地域

の活性化を図りたいということです。生産するものはイチゴ

で、営業方針といたしましては、お客さまに喜んでいただける
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イチゴを生産し、摘み取りを中心とした観光農園にしていきた

いと考えております。 

 販売方法といたしましては、今、お付き合いのある量販店さ

ま、果物店等、卸売り、または直売で、移動販売車も今企画し

ており、もう実際に出来上がっておりまして、合わせてインタ

ーネットを利用して販売を行っていきたいと考えております。

将来の目標といたしましては、高級果物店で扱ってもらえるよ

うな高品質のイチゴを生産して、●●というブランドをつくっ

て、長野市そして全国の方に知っていただきたいと考えており

ます。次に、農業労働力といたしましては、専務の私が中心に

やっておりますが、あとは取締役に●●がおります。社長は、

●●と兼任という形で就かせていただいております。 

 次のページに移りまして、経営内容といたしましては、イチ

ゴでこちら 8.2 アール、加工用冷凍イチゴを 1.8 アールという

感じで、これを合わせて約 10 アールで営んでいきたいと考え

ております。こちらの生産目標と販売目標に関しましては、今、

中野市でやっている実績値から計算して出させていただいて

おります。合計 1,600 万円を目標としております。 

 次に、経営耕地に関しましては、合計 29.91 アールあるので

すが、地形の関係上、ハウスを建てる平らなところで最大面積

約 10 アールということにしております。場所に関しましては、

ちょうど丘になっておりまして、遠くからも見えやすい、目立

ちやすい位置ということで、そこら辺が気に入りましたので、

借りさせていただいております。これから経営させていただい

て、もうちょっと経営状況等、良くなってきたら、また別の場

所に借りて拡張できたらいいなというふうには、目標としては

考えております。 

 最後に４番、営農技術などの習得方法ですが、2012 年に、先

ほど申し上げました、東京方面から帰ってまいりまして、２年

間地元のイチゴ農家さんのところで研修を受けて、合わせて

2013 年から５年間、国から青年等就農計画に沿いまして、中野

市を通しまして国の認定就農者となりました。こちら、習得す

ることによって、経営して、土地を借りられるという権利を得

たので、それから自分でやらせていただいております。今後は、

信州大学の協力の下、知り合いの教授さんがいらっしゃるの

で、そういう方と品種の開発などをやらせていただいて、より

地域を盛り上げていきたいと考えております。 

 中野市の実績を申し上げますと、現在、ハウス 25 アールで農

業をさせていただいております。売り上げに関しましては去年

のデータで、2020 年の 12 月から７月までの売り上げといたし
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まして、2,532 万円で収穫量が 19.3 トンとなっております。 

 あとは今回、ブランド化ということもありまして●●という

名前を付けさせていただいて、パッケージで●●の名前を入れ

たり、箱等、●●という箱で自社をアピールしていく形になっ

ております。合わせて、今、●●と、もともと親会社といいま

すか、●●と協力しまして、養蜂の事業もやっておりますので、

そちらに関しましては、２人ほど常に働いてくださっている方

がいらっしゃいまして、そちらと合わせて売り上げの向上を目

指していくという形になります。中野市のハウスは、今、人数、

私を抜いて６名、パートさんがおりますので、合計７名でやっ

ておりますが、もっと忙しくなった場合は、また追加で足して

いきたいと考えております。 

 ６番の資金計画に関しましては、こちら、提出した際とちょ

っと変わっているのですが、自己資金の中で、ハウスが 2,700

万円で、イチゴシステム等 1,000 万円、あと、農業用倉庫とそ

ちらの土地の整理で 1,600 万、合計 5,300 万かかる予定でござ

います。以上になります。 

議 長  詳しいご説明をありがとうございました。ただ今、株式会社

●●様から営業計画などについてご説明をいただきました。こ

れより質疑に入らせていただきます。ご意見、ご質問がござい

ましたら、挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。はい、

曽根代理。 

曽 根 会 長 代 理  曽根と申しますが、ちょっと２点ほどお聞きしたいのです

が、イチゴだと、やはりクリスマスの需要がメインだと思うん

ですが、経営の中でのウェイトと、それとあと品種とハウスの

大きさなんかを教えていただければ。 

  時期の、その年間のウェイトっていうか。年間を通じてコン

スタントにやってくのか、クリスマスにかけて販売を強化して

くのか。 

● ●  ● ●  まず、そちらに関して言いますと、イチゴは大体 11 月ぐらい

から収穫できるものでして、やはり、一番需要があるのが 12 月。

クリスマスが一番高くなる時期です。あとはだんだん下がって

いきまして、うちの実績で言いますと、11 月から採り始めて、

大体７月ちょっと入ったぐらいまでやらせていただきます。で

すから、12 月、メインで一番高いときではもちろんあるんです

けど、私としては期間を長くやらせていただいております。 

 最終的に、６月、７月とかになって参りますと、やはり、イ

チゴは柔らかいものなので、それこそ自社のジャムの加工用と

して使わせていただくことが多いです。品種に関しましては、

長野県の場合、ちょっと他県さんと違いまして、品種がすごく
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限られてしまっておりまして、現在は紅ほっぺをメインで作っ

ております。ただ、毎年新しい品種も合わせてお客さんの需要

にも応えていきたいという形で、今回、かおり野という新しい、

三重の登録品種なのですけど、こちら登録すれば誰でも生産可

能ということで、かおり野を作らせていただいております。あ

とはやはり、とちおとめという品種が有名なのでそちらも今作

っておりますし、やはりお客さまが、結構需要があるといいま

すか、白イチゴもかなり需要があるので、そちらも今、作って

おります。 

 品種に関しましては、今後また新しいもの出てきますので、

どんどん新しく挑戦していって、収量と味とを見込めれば、ど

んどん入れ替わっていくっていう形を取らせていただいてお

ります。あと、大きさというのは今回やるハウスの大きさです

か。 

曽 根 会 長 代 理  そうです。 

● ●  ● ●  約 10 アール未満ですね。 

曽 根 会 長 代 理  間口をどのぐらいでやるのですか。 

● ●  ● ●  間口が約 30 メートル、奥行きが大体 24 メートルくらいで計

画しております。ですから、正味に直すと 10 アール未満です

ね。７アールとか８アールぐらいになってしまうのですけど、

その分、そこで現在と同じように卸先に販売するのと、先ほど

申し上げたとおり、摘み取り体験等をやらせていただきたいと

考えております。 

 収益率ですよね。 

議 長  もし分かれば後ほどお願いします。 

● ●  ● ●  はい。 

議 長  他はいかがですか。 

塚 田 委 員  いいですか。 

議 長  はい。塚田委員。 

塚 田 委 員  西部の調査会、塚田と申します。私も、イチゴのことは全く

分からないのですが、今、ちょっとお聞きした中ですと、11 月

から収穫がどんどん始まって、だんだんと少なくなって７月、

新しい品種とかそういったものもというようなことで、今、お

話うかがいましたけど。全国的に、やはり、夏の時期から 11 月

までの間っていうのは収穫が、イチゴの場合非常に少なくて、

輸入ものに頼るというようなところがある気がするのですが、

夏秋イチゴって、もう何年も前から言われていますが、そうい

ったことの取り組みっていうのはあまり、計画の中にはないで

すか。 

● ●  ● ●  それに関しましては、やはり、１年中採れるほうがよくて、
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 そちらも検討はいたしましたが、夏秋イチゴはどうしても夏の

暑さというものがありまして、理想的なのが標高 1,000 メート

ル以上のところじゃないと、ちょっと厳しいです。 

 そうしますと、やはり、今のところだと大体 500 メートルく

らいなので、夏になっちゃうともうグチャグチャしてしまっ

て、ちょっとものにならない感じです。知り合いで、軽井沢の

ほうにいるのですけど、やはり高原なので、１年を通してやら

れているんですけど、ちょっと今回の場合は難しいのかなって

いう感じでした。 

塚 田 委 員  やはり、暑さに非常に弱い、そういう植物という部類ですか

ね。 

● ●  ● ●  そうですね。 

塚 田 委 員  なるほど。それと、ハウス栽培ということで、ちょっと私も、

ハウス栽培の、全くノウハウがないのですが、要はプランター

っていうような認識なのですかね。それともなんか、昔のイメ

ージですと、トマトのように養液栽培のような栽培ですか。 

● ●  ● ●  それに関して言いますと、もし、イチゴ狩りとか行ったこと

ございましたらわかると思うのですけど、ベッドといいまし

て、大体地面から 120 センチぐらいの所にこういう発泡スチロ

ールのものがずっと棚になっていまして、下がパイプで組んで

あるのです。人が採りやすい高さになっていまして、そこにイ

チゴを植えてあって、摘み取っていくっていう感じになってお

ります。 

塚 田 委 員  ということは、土があるということですか。 

● ●  ● ●  そうですね。土が高いところにありまして、そこに植えてあ

りまして、ちょうどいい高さになっています。 

塚 田 委 員  この物自体は毎年新しく変えるのですか、それともこれをず

っと使うっていうことなのかな。 

● ●  ● ●  土に関しましては、休みの時期の７月、８月ぐらいに消毒を

します。全部刈り取りまして、消毒してまた９月になったら定

植をして、それからだんだん、２カ月後ぐらいですね。11 月ぐ

らいから採れ始めて、やっぱり７月ぐらいまで採って、７月ぐ

らいにランナーといいまして、苗をまた採って、それを別の場

所に運んで、同じように消毒、高温で消毒すると土が元に戻る

といいますか、還元されるっていう形です。 

塚 田 委 員  分かりました。ありがとうございます。 

議 長  他、いかがですか。 

小 滝 委 員  小滝と申します。先ほどの夏秋イチゴなのですが、国道の 18

号線沿いに●●さんがやっている夏秋イチゴがあるのです。成

功しているか失敗しているかは分かんないですけれど、夜、電
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気を付けたりっていうところも、あそこは標高 333 なのですよ

ね。そこでもそれをしているっていうことがあるので、参考に

してみてはいかがでしょうか。 

● ●  ● ●  そうですね。そちらのほうも、信大の教授さんと足を運ばせ

ていただいて、お話ししてきました。やはり、正直あちらでも

多く採れるとはおっしゃってはいるのですけど、やっぱり、ど

うしても暑さにも弱いという話をいただいています。私も、中

野のほうでやっていますが、どうしても暑さ、それこそ朝４時

とか５時とかに採らないと、人が触るともう、グチャグチャに

なっちゃって。そうですね。もうちょっと寒いところだったら

よかったのですけど。 

議 長  よろしいですか。 

小 滝 委 員  はい。すいません。 

議 長  他にないですか。北村さん。 

北村地区調査会長  はい。東部地区の北村と申します。すいません、ちょっと確

認なのですが、先ほど、ハウスの建て方について言われていま

したが、１反歩近くということで、平らなとこはそれだけしか

ないという話なんですが、６ページに地番が書いてあって、ど

んなふうに建てて、周りを観光農園にするので、建ててないと

ころはどんなふうに利用するのかっていうのは、現時点で分か

れば教えていただきたいのですが。 

● ●  ● ●  この図で申し上げますと、国道側ですよね。●●と、●●の、

こちらにちょうどまたがって建てさせていただくと 10 アール

ぐらいのイメージになります。で、●●と●●に関しましては、

やはりちょっと車で乗り上げなくちゃいけないということと、

この●●に関しましては、農業用の倉庫を、どうしてもイチゴ

を摘み取ったあと、そこでパッキングしなくちゃいけないの

で、倉庫も簡単なものを建てさせていただこうと考えておりま

す。 

 ●●に関しましては、先ほど申し上げたとおり、イチゴって

苗を作らなくちゃいけないのですけど、その苗床といいます

か、簡単なハウスを造って夏の管理農地とさせていただいてお

ります。そういうような意味合いで、ハウスが最大 10 アールに

なるという感じでした。すいません、そこまでご説明できなく

て。 

北村地区調査会長  分かりました。 

議 長  他、いかがですか。●●専務さん。今年の秋には、吉の北国

街道のバイパスでイチゴ狩りができるというふうに考えてい

いですかね。 

● ●  ● ●  そうですね。最初からイチゴ狩りができるかは分からないの
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ですけど、ただ、ゆくゆくは、やっていきたいという感じです。

９月から植え付けますので、採れるようにはなります。少しず

つ運営をしていきたいと考えております。 

議 長  今、横におられるのは、奥さんでしょうか？  

● ●  ● ●  そうです。 

議 長  非常に若くておられるし、厳しいハウス栽培、結構見た目は

華やかですけど、非常に厳しいというのは私なりに認識してい

ます。とにかく、新しいノウハウを入れながらですね、ぜひ成

功してほしいと思います。地域の期待も多いと思います。 

  近くに福祉施設がありますよね。そんなこともあるので、ぜ

ひ夢を実現させていただきたいなというふうに、私ら農業委員

会としても期待をしておりますし、間接的に応援させていただ

きたいと思っています。 

● ●  ● ●  ありがとうございます。 

議 長  よろしくお願いします。 

曽 根 会 長 代 理  もう１点だけお願いします。 

議 長  いいです。 

曽 根 会 長 代 理  どうしても暖房使いますよね。 

● ●  ● ●  はい。 

曽 根 会 長 代 理  特に今年の場合、燃料が高くて、光熱費っていうのがかなり

かかると思うのですけど、そこらはどんなふうにお考えです

か。 

● ●  ● ●  それに関しましては、今、中野のほうで結構、ハウスも立派

なものが建っていて、ほぼ暖房費は、去年実績で言うと、かか

らなかったのですけど、今年はちょっと雪が多くて、80 万ぐら

いかかってしまっております。 

 ただ、去年ベースでいくとその半分ぐらいで済んでいますの

で、それこそ年によって変わってくるのですけど、その辺に関

しましては、それを越えられるだけの売り上げで何とかカバー

していこうかなと思っております。 

議 長  よろしいですね。株式会社●●さん、お忙しいところありが

とうございました。 

● ●  ● ●  ありがとうございました。 

議 長  私どもといたしましても、消費者という立場になったり、そ

れから、営農を支援するという立場になったり、引き続き関係

を持っていきたいというふうに思います。なので、ますますの

ご奮闘を、お願いをいたします。以上で質疑を終わりたいと思

います。本日はご苦労さまでした。ありがとうございました。 

● ●  ● ●  ありがとうございました。 

議 長  ではご退席ください。 
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● ●  ● ●  はい。ありがとうございました。 

 【法人担当者退室】 

議 長  ただ今の案件につきましては、この後、この議案第 215 号及

び議案第 216 号で審議が行われます。よろしくお願いしたいと

思います。それでは議事に入ります。農地法等に関する事項に

ついての審議を行います。議案第 211 号 農地法第３条の規定

による許可申請について、事務局より議案の説明をお願いいた

します。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 初めに、本日の資料になりますけれども、農地法等議案に関

わる本冊の他、農業経営基盤強化促進法に関する別冊が 1-1、

1-2、1-3。それから、農地中間管理事業の議案に関する別冊２。

そして報告に関する別冊３。そしてただ今の、法人の農家創設

に関する別冊４でございます。 

 それでは、議案第 211 号の農地法第３条の規定による許可申

請についてご説明を申し上げます。第 24 回総会農地法等議案

の１ページをご覧ください。番号１番から、２ページの７番ま

での７件でございまして、内容は、所有権移転案件が５件、使

用貸借権設定案件が２件となります。申請案件の内容につきま

しては、農地法第３条第２項の各号に掲げる許可することがで

きない要件について確認しましたところ、該当しておりませ

ん。 

 従いまして、いずれも許可要件を満たすと判断いたしまし

た。ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

議 長  ただ今、事務局から説明がありました。本議案は長野市農業

委員会規則第３条第８項の規定により、各地区調査会で総会に

付すべき意見を検討いただいております。それでは、各地区調

査会長から、補足説明並びに検討結果に基づいた意見の報告を

お願いいたします。初めに中部地区調査会長から、１番、お願

いいたします。 

北村地区調査会長  中部調査会の北村でございます。１番ですけど、許可条件に

適合しており、問題ないというふうに判断をいたしました。 

議 長  続きまして、南部調査会長から、２番から６番、お願いいた

します。 

村田地区調査会長  南部調査会の村田です。よろしくお願いいたします。２番は、

父親から同居の娘さんへの使用貸借ということでした。３番か

ら６番は有償による所有権移転です。調査会で検討した結果、

下限面積等条件を満たしているため、問題ないと判断しまし

た。以上です。 

議 長  続きまして、東部地区調査会長から７番お願いいたします。 

北村地区調査会長  東部地区の北村です。７番につきましては、●●さんという
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方が、●●さん、今回借りる方のお父さんの弟だそうです。い

とこということなのですが、●●さんがちょっと、仕事ができ

なくなったということで、そのいとこの●●さんが、一応、農

業をしていきたいということで使用貸借をしたということで

あります。調査会で検討した結果、許可条件に適合しているの

で、問題はないということで判断させていただきました。 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今

の事務局説明並びに各地区調査会長の報告について、ご発言の

ある方は挙手をしてお願いします。いかがでしょうか。ありま

せんか。 

 【質疑なし】 

議 長  意見がないようですので、採決に入ります。議案第 211 号に

ついて、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員の賛成を確認しましたので、

議案第 211 号は原案のとおり決定いたしました。 

 続きまして、報告第 97 号 農地法第４条の規定による許可申

請の取り下げについてを議題とします。事務局から説明をお願

いします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 報告第 97 号 農地法第５条の規定による許可申請の取り下げ

について、ご説明いたします。本件は報告案件ですが、議案第

212 号及び議案第 213 号に関係しますので、先に報告させてい

ただくものでございます。資料、本冊の 11 ページになります。

本件につきましては、理由欄に記載のとおり、本年 12 月 27 日

に開催の第 23 回総会において、許可相当と議決いただき、県に

進達したものでございますが、都市計画法との再調整で見直し

が必要となり、申請者から取り下げ願が提出されたものでござ

います。 

 なお、土地所有者とそのお孫さんが、両名で共有による農家

住宅を建築するということで、今回、土地所有者が第４条の１

番、それからそのお孫さんが５条２番で、農家住宅として申請

されるということで、この後、議案として出てまいりますので、

よろしくお願いいたします。報告については、説明は以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

議 長  はい。ただ今事務局から報告第 93 号についての説明があり

ました。発言のある方は挙手をお願いいたします。よろしいで

すか。 

 【質疑なし】 

議 長  質問がないようでございますので、報告案件でございますの

で、ご了解をいただきたいと思います。 
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 続きまして、議案第 212 号 農地法第４条の規定による許可

申請についてを議題といたします。事務局より議案の説明をお

願いいたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 議案第 212 号 農地法第４条の規定による許可申請について、

ご説明申し上げます。農地法等議案の３ページをご覧くださ

い。番号１番から２番までの２件で、１番は農家住宅を建築す

る転用案件で、先ほど説明したとおり、５条２番の案件と関連

するものであります。申請者がお孫さんと共有で農家住宅を建

築するものであります。 

 ２番は、農業用倉庫、駐車場、庭を設置する転用案件です。

内容につきましては、議案に記載のとおりとなっており、許可

要件に照らし、立地条件等、特に問題ないと判断いたしました。

ご審議のほど、お願い申し上げます。 

 なお、先月の総会で、許可すべきものとご決定いただき、県

に進達いたしました農地法第４条の３件の案件は、全て許可済

みとなっておりますので、報告させていただきます。以上にな

りますが、よろしくお願いいたします。 

議 長  ただ今事務局から説明がありました。それでは、この案件に

つきまして、地区調査会長から、補足説明並びに検討結果に基

づいた意見の報告をお願いいたします。初めに、中部地区調査

会長から、１番、お願いします。 

北村地区調査会長  今、事務局のほうから説明ありました、ちょっとややこしく

て申し上げませんけども、去年の 12 月の５条許可を取り下げ

させていただいて、１番、農地転用ということであります。周

辺農地の営農条件に支障が生じる恐れがないことから、調査会

では許可相当というふうに判断をいたしました。以上です。 

議 長  続きまして、南部地区調査会長から、２番、お願いします。 

村田地区調査会長  南部地区調査会、村田です。２番は相続に当たり、本件の３

筆が農地転用の手続きが出されていないことが判明しての申

請です。調査会で検討した結果、諸条件を満たすため、問題な

いと判断しました。以上です。 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今

の事務局説明並びに地区調査会長の報告について、発言のある

方は挙手お願いいたします。いかがでしょうか。よろしいです

かね。 

 【質疑なし】 

議 長  では意見がないようでございますので、採決に入ります。議

案第 212 号について、許可相当とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

 【全員挙手】 
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議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認させていただきま

した。議案第 212 号は、許可相当と決定いたしました。 

 続きまして、議案第 213 号 農地法第５条の規定による許可

申請についてを議題といたします。事務局より、議案の説明を

お願いいたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 はい。議案第 213 号 農地法第５条の規定による許可申請に

ついてご説明申し上げます。５ページをご覧ください。番号１

番から、６ページの７番までの７件です。 

 １番は資材置き場、駐車場を設置する転用案件です。２番は

農家住宅を建築する転用案件です。４条１番と関連するもので

す。３番は、農家分家住宅を建築する転用案件です。６ページ

をご覧ください。４番は、砂利採取用地として一時使用するも

ので、許可日から１年間の一時転用案件です。５番は、駐車場、

資材置き場を設置する転用案件です。６番は、自己用住宅を建

築する転用案件です。７番は、資材置き場、駐車場を設置する

転用案件です。なお、番号３番は備考欄に開発許可の記載がご

ざいます。市街化調整区域において宅地造成や建物建設のよう

な開発行為を行う場合に必要となります開発許可の申請を、市

の建築指導課が受け付けており、許可見込みのあるものでござ

います。 

 以上、説明申し上げました申請内容、申請案件のその他の内

容につきましては、議案に記載のとおりとなっており、許可要

件に照らし、立地条件等、特に問題ないと判断をいたしました。 

 なお、先月の総会で許可すべきものとご決定をいただき、県

に進達いたしました農地法第５条の７件の案件のうち、取り下

げ１件を除く４件は許可済みとなっておりますが、開発許可の

必要な２件につきましては、許可証がまだ届いておりませんけ

れども、許可は間違いないものと考えております。以上になり

ますが、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議 長  ただ今事務局から説明がありました。それでは、１番から７

番につきまして、各地区調査会長などから補足説明並びに検討

結果に基づいた意見の報告をお願いいたします。初めに西部地

区調査課長さんから１番、お願いします。 

岡村地区調査会長  西部調査会の岡村です。調査会で検討いたしました結果、許

可条件に適合しており、原案どおり問題ないと判断をさせてい

ただきました。以上でございます。 

議 長  続きまして、中部地区調査会長から、２番お願いいたします。 

北村地区調査会長  はい。先ほどと関連でありますけども、周辺農地の営農条件

に支障ありませんので、許可相当と判断いたしました。以上で

す。 
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議 長  続きまして、南部地区調査会長から、３番から６番、お願い

します。 

村田地区調査会長  南部地区調査会村田です。３番から６番までの４件なのです

が、調査会で検討した結果、いずれも許可要件に適合しており、

問題ないと判断しました。以上です。 

議 長  続きまして、東部地区調査会長から７番、お願いいたします。 

北村地区調査会長  東部地区の北村です。今回、●●さんの農地を、株式会社●

●という部分で、機械修理等をしている会社なのですが。そこ

の方が、●●さんの、畑の近くに住んでいるということで、そ

の周りが全て住宅地ということでありまして、松代町の小島田

にこの●●があるのですが、この清野の土地にバックホウとか

ナガイモ掘ったりするような機械があるのですが、そういうよ

うな機械をいったんそこに止めたりして、修理ができるような

状態になれば、小島田のほうに運んで修理をしていくというよ

うなことを考えているようであります。 

 調査会の中で検討をしましたけど、許可条件に適合しており

まして、特に問題はないというようなことで判断させていただ

きました。以上です。 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今

の事務局説明並びに各地区調査会長からの報告について、発言

のある方は挙手をしてお願いします。いかがでしょうか。よろ

しいですかね。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、意見がないようでございますので、採決に入りま

す。議案第 213 号について、許可相当とすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  全員の賛成を確認させていただきました。議案第 213 号は全

て許可相当と決定いたしました。 

 続きまして、議案第 214 号 農地法第３条第１項目的の買受

適格証明についてを議題といたします。事務局より議案の説明

をいたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 議案第 214 号 農地法第３条第１項目的の買受適格証明願に

ついて、ご説明申し上げます。議案の７ページをご覧ください。

番号１番の１件です。裁判所の競売や税務署の公売となり、売

却により所有権が移転する場合であっても、農地として利用す

る場合は農地法第３条の、また、宅地などとして利用するので

あれば、農地法第５条の規定による許可が必要です。その許可

要件を満たしているかどうかを、入札参加時に確認するため、

農地法の許可を受ける見込みのあるものであることを、証明す
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る買受適格証明書が求められます。農地を取得できないもの

が、最高価格の買い手になることを防ぐため、入札参加者を、

買受適格証明書を有しているものに限定するという取り扱い

がなされています。 

 右側の備考欄をご覧ください。関東信越国税局の公売案件と

記載がございます。本件につきましては、関東信越国税局が行

います農地の公売に参加するにあたり、農地法第３条の取得で

きるか事前に判断し、申請人が買受適格者であるかどうかご決

定いただくものでございます。 

 なお、買受適格証明を添付して競売に参加し、落札した場合

でも、本来はその後速やかに、農地法第３条の規定による許可

申請を提出し、許可を受けて裁判所に提出しなければならない

ことになっています。しかし、落札後に通常の手続きで許可申

請をするには、事務処理に相当の期間を要し、裁判所の事務処

理にも支障を来す恐れがあることから、特例として、買受適格

証明の審議の際には、合わせて農地法第３条の規定による許可

申請についても事前に審議しておくことができるようになっ

ており、落札後に改めて農業委員会の審議に付することを省略

して、事務的な処理だけで手続きを済ませることができるよう

になっております。そのことが、表の欄外に記載をされており

ます。ご審議のほどを、お願い申し上げます。 

議 長  ただ今、事務局より説明がありました。それでは、１番につ

きまして、東部地区調査会長から、検討結果に基づいた意見の

報告をお願いいたします。 

北村地区調査会長  東部地区の北村ですが、この案件につきまして、東部地区調

査会の中で検討したのですが、特に問題なしということで判断

させていただきました。買受適格証明書がなければ次の工程に

入れないということでありますので、買われる方については、

農業を一生懸命やっていきたい、柿を植えて一生懸命やってい

きたいというような内容でありますので、特に問題なしという

ことで判断させていただきました。 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただ今

の事務局説明並びに地区調査会長の報告について、発言のある

方は挙手をお願いいたします。よろしいですか。 

 【質疑なし】 

議 長  ないようでございますので、採決に入ります。議案第 214 号

を、原案のとおり決定することに賛成する方の挙手を求めま

す。 

 【全員挙手】 

議 長  全員の賛成を確認いたしました。よって、議案第 214 号は原
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案どおり決定いたしました。 

 続きまして、議案第 215 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条

第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議

題といたします。農業政策課より、議案の説明をお願いします。 

農 業 政 策 課 

市 川 係 長 

 農業政策課の市川と申します。議案第 215 号 農業経営基盤

強化促進法第 18 条第１項の規定による農用地利用集積計画の

決定についてご説明申し上げます。着座にて失礼します。まず

初めに訂正がございます。地区調査会のときにも訂正をお願い

いたしましたが、新たに１名の方、取り下げが出てしまったた

め、本日お配りした訂正表のほうに集計表を差し替えと、１名

の取り下げをお願いいたします。 

 説明に移ります。農業経営基盤強化促進法の基本構想を掲げ

た市町村においては、農林水産省令の定めるところにより、農

業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければな

らないこととされております。この農用地利用集積計画を定め

る要件ですが、１、長野市基本構想に適合すること。２、農用

地の全てを効率的に耕作し、農作業に常時従事すること。３、

利用権を設定する土地について関係権利者の同意を得ている

こと。４、下限面積についてであり、以上の要件を全て満たし

ていることを確認しております。 

 それでは、お手元の議案別冊 1-1 で、お配りした総会用差換

え分の２ページご覧いただきまして、所有権移転及び利用権設

定の各件数、面積はご覧のとおりで、総件数 279 件、総面積は

312,451.62 ㎡でございます。 

 ページを戻りまして１ページですが、賃借使用貸借の面積を

期間別に示したものです。合計数字は先ほどと同様、今回、利

用権の設定を受ける方 89 名、利用権の設定をする方 189 名と

なっております。以上につきまして、ご決定いただきますよう、

ご審議をお願いいたします。 

議 長  それでは審議に入らせていただきます。まず１の所有権移転

関係について、順次、各地区調査会長から報告並びに質疑応答

を行った上で、所有権移転関係だけ、単独で採決を行います。 

 次に、利用権設定関係ですが、２から５の賃借権使用貸借権

につきましては、一括して報告をいただきます。なお、６の農

地中間管理事業と７の農地中間管理事業使用貸借権につきま

しては、法律改正により、機構配分も一括して行うこととなっ

ておりまして、農地中間管理機構が借り受け、要件に合致した

地域の担い手等に貸付けるものがございますので、農政課から

の説明のみとさせていただきます。 

 その後、質疑を行った上で、一括採決を行う方法で進めさせ
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ていただきたいと思います。なお、お手元の別紙１の、アから

ウの案件につきましては、農業委員会等に関する法律第 31 条

第１項に該当いたしますので、関係する委員には退席をしてい

ただき、審査から採決までを単独で行いたいと思います。 

 また、別紙２のエ、オの案件につきましては、下限面積要件

のため、所有権移転と利用権設定に関連がありますので、審査

から裁決までを単独で行いたいと思います。さらに、別紙２の

カ、キの案件につきましては、農家創設案件でございますので、

この後、議案第 216 号 農地中間管理事業の推進に関する法律

第 19 号第３項の規定による農用地利用配分計画（案）の意見聴

取についてを審議した後、審査から裁決までを単独で行いたい

と思います。この進め方でよろしいでしょうか。 

 【異議なし】 

議 長  では異議なしということで、今の内容で進めさせていただき

ます。 

 それでは初めに、１の所有権移転関係の１番から 17 番につ

いて、各地区調査会長から、補足説明並びに検討結果に基づい

た意見の報告をお願いいたします。初めに、北部地区調査会長

から、１番から４番までお願いします。 

関 地区調査会長  北部地区調査会の関です。１番から４番につきましては原案

のとおりでよいというふうに判断をいたします。以上です。 

議 長  続きまして、中部地区調査会長から、５番、６番、お願いい

たします。 

北村地区調査会長  ５番、６番とも調査会で議論いたしましたが、問題なしとい

うふうに判断しました。以上です。 

議 長  続きまして、南部地区調査会長から、７番から９番、お願い

いたします。 

村田地区調査会長  南部地区調査会村田です。７番、８番、９番、いずれも下限

面積等の要件を満たしており、問題ないと判断しました。以上

です。 

議 長  それでは最後に、東部地区調査会長から、10 番から 17 番、

お願いいたします。 

北村地区調査会長  東部地区の北村です。10 番から 17 番につきまして、何らか

の都合でできなくなったことについて、一生懸命やっておられ

る方がやっていきたいということでありますので、調査会の中

では、原案どおり決定することで問題なしということで判断さ

せていただきました。 

議 長  ありがとうございました。これより質疑に入りますが、先ほ

ど申し上げました審査から採決までを単独で行う、別紙２、別

紙のエとオ以外についてお願いします。先ほどの農業政策課の
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説明並びに、ただ今の調査会長の報告について、ご発言のある

方は挙手をしてお願いいたします。いかがでしょうか。よろし

いですかね。 

 【質疑なし】 

議 長  質問がございませんので、所有権移転関係についての採決を

行います。別紙２のエ、オを除いた、所有権移転関係につきま

して、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員の方の賛成を確認いたしまし

た。 

 続きまして、２から５の利用権設定関係の審議を行います。

利用権設定関係につきましては、まず６年未満の賃貸借権が 18

件、それから 10 年以上の賃貸借権が７件、使用貸借権が 12 件

でございます。初めに、北部地区調査会長から、検討結果をお

願いいたします。 

関 地区調査会長  北部地区調査会の関です。調査会においては、原案のとおり

でよいというふうに判断をいたしました。以上です。 

議 長  続きまして、西部地区調査会長お願いします。 

岡村地区調査会長  西部調査会、岡村です。原案どおり、問題ないと判断をさせ

ていただきました。以上でございます。 

議 長  続きまして、中部地区調査会長お願いします。 

北村地区調査会長  中部地区の案件についても、原案どおり決定して問題ないと

いうことで判断いたしました。 

議 長  続きまして、南部地区調査会長からお願いします。 

村田地区調査会長  南部地区調査会、村田です。調査会で検討した結果、要件を

満たしており問題ないと判断しました。以上です。 

議 長  それでは最後、東部地区調査会長からお願いします。 

北村地区調査会長  東部地区の案件につきましては、調査会で検討した結果、原

案どおりで決定することで、特に問題なしと判断させていただ

きました。 

議 長  ありがとうございました。それでは質疑に入りますが、先ほ

ど申し上げましたとおり、委員が関係する別紙１及び別紙２の

案件を除いた利用権設定関係につきまして、質疑採決を行いま

す。 

 先ほどの農業政策課の説明並びに、ただ今の地区調査会の報

告について発言のある方は挙手をお願いいたします。いないで

すね。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、質疑がありませんので、利用権設定関係につきま
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して採決に入ります。別紙１及び別紙２以外の利用権設定関係

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成の確認をさせていただき

ました。 

 続きまして、下限面積要件により保留いたしました、別紙２

のエ、オの案件について、質疑、採決を行います。農業政策課

の説明並びに地区調査会長の報告について、発言のある方は挙

手をお願いいたします。特にありませんかね。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、質疑はございませんので、採決を行います。別紙

２のエ、オの案件について、原案のとおり決定することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認させていただきま

した。 

 続きまして、委員が議事に参与することのできない別紙１の

案件について、質疑、採決を行います。別紙１のアにつきまし

て、●●委員さんが関係しておりますので、ご退席をお願いし

ます。 

 【●●委員退室】 

議 長  それでは、別紙１のアについて、先ほどの農業政策課の説明

並びに地区調査会長からの報告について、ご発言のある方は挙

手をお願いします。よろしいですかね。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、質問ございませんので、採決に入ります。別紙１

のアについて、原案のとおり決定をすることに賛成の方の挙手

を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  全員の賛成を確認いたしました。●●委員さんの入室を許可

いたします。お願いします。 

 【●●委員入室】 

議 長  続きまして、別紙１のイ、ウにつきまして、●●委員さんが

関係しておりますので、退席をお願いいたします。 

 【●●委員退室】 

議 長  別紙１のイ、ウにつきまして、先ほど、農業政策課の説明並

びに調査会長の報告について発言のある方は挙手をお願いい

たします。 

 【質疑なし】 
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議 長  質疑はございませんので、採決に入ります。別紙１のイ、ウ

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認いたしました。●

●委員さんの入室を許可します。 

 【●●委員入室】 

議 長  では以上で、議案第 215 号は、別紙の農家創設案件以外の案

件につきましては、全て原案のとおり決定いたしました。続き

まして、議案第 216 号の農地中間管理事業の推進に関わる法律

第 19 条第３項の規定による農用地利用配分計画（案）の、意見

聴取についてを議題にします。農業政策課、説明をお願いいた

します。 

農 業 政 策 課 

市 川 係 長 

 議案第 216 号 農地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条

第３項の規定による農用地利用配分計画案の意見聴取につい

て、ご説明いたします。農地利用配分計画については、農地中

間管理事業の推進に関する法律第 19 条の第３項において、市

町村は、必要のあると認めるときは、農業委員会の意見を聞く

ものとされており、中管管理事業では農家創設の場合、これに

該当し、意見聴取をお願いするものです。 

 それでは別冊２、表紙をめくっていただいて、１ページ目を

ご覧ください。今回、権利の設定を受ける人は２名で、賃貸借

で 16,805.58 ㎡を、長野県農業開発公社が貸付を行うものです。

２ページ目をご覧いただきまして、番号１番、●●さんは、醸

造ブドウの栽培で浅川畑山地区において農家創設をする方に

なります。番号２、株式会社●●さんはイチゴの栽培で、吉地

区において農家創設をする法人になります。以上につきまし

て、意見聴取についてご審議をお願いいたします。 

議 長  ただ今、農業政策課さんから説明がありました。それでは、

地区調査会長から、検討結果、意見等の報告をお願いいたしま

す。北部地区調査会長から、１番、２番、お願いいたします。 

関 地区調査会長  北部地区調査会の関です。１番につきましては、農家創設で

す。ナンバー２につきましては、法人の農家創設ということで、

先ほど、議事を行う前に審議をいただきましたので、１番の農

家創設につきましては、申請人は令和３年９月まで、長野市の

地域おこし協力隊員として、浅川ダムの残土置き場をワインの

ぶどう畑に開墾するというような活動に携わっていただきま

した。それに携わってきたこと、それから前歴もソムリエとい

うようなこともありまして、定住をしてブドウ栽培を続けたい

というような考えを持っておられて、地区調査会におきまして
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も、営農計画書に基づきまして説明をいただきました。今まで

取り組んできた実績に加えて、事業方針、将来の希望、計画も

きちんとしておりますので、営農意欲等も鑑みまして、適当で

あるというふうに判断をいたしました。以上です。 

議 長  ただ今２件、北部地区調査会長のほうからご報告いただきま

した。事務局の説明並びに地区調査会長の報告について、ご発

言のある方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。い

いですかね。 

 【質疑なし】 

議 長  ないようでございますので、採決に入ります。議案第 216 号

を原案のとおり設定することに賛成の方は挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  全員賛成という結果が出ました。議案第 216 号は、全て原案

のとおり決定いたしました。 

 それでは、ただ今の決定を受けて、先ほど保留となっており

ます議案第 215 号 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規

定による、農用地利用集積計画決定についてのうち、別紙２の

カ、キの、農家創設案件について発言のある方は挙手を。いい

ですかね。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、質疑がありませんので採決に入ります。原案のと

おり決定ということに賛成の方は挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございます。全員賛成を確認させていただきまし

た。従いまして、議案第 215 号につきましては、全て原案のと

おり決定いたしました。 

 今、２時 55 分でございます。ここで次の議事に入る前に 10

分休憩を入りたいと思います。３時５分に議事を再開いたしま

す。今から休憩に入ります。 

 【休 憩】 

議 長  それでは、全員おそろいでございますので、会議を再開いた

します。続きまして、議案第 217 号 非農地決定についてを議題

といたします。事務局より議案の説明をいたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 議案第 217 号 非農地決定についてご説明申し上げます。本

冊の９ページをご覧ください。番号１番から６番まででござい

ます。非農地決定についてですが、農用地利用状況調査で山林

原野と判定された農地につきましては、農地所有者に調査結果

と非農地通知交付申請書を送付し、農地所有者からの非農地通

知交付申請書により、総会で非農地決定をお願いするもので

す。 
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 表の下に集計が載っておりまして、今月ご決定いただくもの

は、原野が６筆で、面積は 3,276 ㎡でございます。ご審議のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。 

議 長  ただ今、事務局より説明がありました。これより質疑に入り

ます。発言のある方は挙手をしてお願いいたします。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、意見がないようでございますので、採決に入りま

す。議案 217 号を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認いたしました。議

案第 217 号は原案のとおり決定いたしました。 

 続きまして、報告第 98 号 農地法第４条第１項第８号の規定

による届出について、報告第 99 号農地法第５条第１項第７号

の規定による届出について及び報告第 100 号 農地法第４条の

規定による農業用施設（２アール未満）の届出についての３件

について、事務局より説明をお願いいたします。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 報告第 98 号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に

ついてご報告申し上げます。13 ページをご覧ください。番号 66

番から 14 ページの 71 番までの６件です。農地を農地以外に転

用する場合には県知事の許可が必要ですが、市街化区域内の農

地は、あらかじめ農業委員会に届出ればよいことになっており

ます。４条の転用届となり、自己転用、いわゆる農地の権利移

動を伴わない転用届です。いずれも市街化区域内の農地の届け

出で、内容につきましては記載のとおりとなっており、書類等、

特に問題はなく事務局長専決により受理しておりますので、ご

報告申し上げます。 

 続きまして、報告第 99 号 農地法第５条第１項第７号の規定

による届出についてご報告申し上げます。15 ページをご覧くだ

さい。番号 146 番から 18 ページの 161 番までの 16 件です。同

じく、市街化区域内の届出ですが、５条の転用届で、農地の権

利移動を伴う転用届です。内容につきましては、記載のとおり

となっており、書類等特に問題はなく、事務局長専決により受

理しておりますので、ご報告申し上げます。 

 続きまして、報告第 100 号 農地法第４条の規定による農業

用施設（２アール未満）の届出について、ご報告申し上げます。

19 ページをご覧ください。番号１番の１件です。農業用倉庫等、

農業用施設を整備する場合、施設に擁する敷地面積が２アール

未満で要件に当てはまる場合は４条許可が不要ですが、農業委

員会へ届出書を提出していただいております。内容については
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記載のとおりです。書類等、特に問題はなく、事務局長専決に

より受理しておりますので、ご報告申し上げます。以上、報告

案件の３件について、ご説明いたしました。よろしくお願いい

たします。 

議 長  それでは事務局から、報告第 98 号、第 99 号、第 100 号につ

いて説明がありました。発言のある方の挙手を求めます。いか

がですか。ありませんね。 

 【質疑なし】 

議 長  質問がないようでございます。報告案件でございますので、

ご了解いただけますよう、お願い申し上げます。 

 続きまして、報告第 101 号 農地中間管理事業に関する農用

地利用配分計画（案）の報告についてを議題といたします。農

業政策課から説明をお願いいたします。 

農 業 政 策 課 

市 川 係 長 

 報告第 101 号 農地中間管理事業に関する農用地利用配分計

画（案）の報告についてご説明いたします。別冊３になります。

本件につきましては、市内で就農している担い手及び新規就農

者への利用配分計画と考えますが、既に中間管理事業の権利設

定がされている農地について、権利を移転するものであります

ので、意見聴取ではなく報告とさせていただきます。別冊３の

１ページ目をご覧ください。 

 今回、権利の移転を受ける方６名で、賃貸借及び使用貸借に

より 11,378 ㎡、これを長野県農業開発公社が貸付を行うもの

でございます。２ページ以降、ご覧いただきまして、番号１の

有限会社●●さんは松代町小島田で小麦を栽培するというこ

とになります。番号２、●●さんは若穂川田の農地で水稲を栽

培する方、番号３から６の●●さん、●●さん、●●さん、●

●さんは、若穂綿内の基盤整備事業内の農地で果樹を栽培する

方になります。報告については以上でございます。 

議 長  ただ今、農業政策課から、報告第 101 号について説明があり

ました。発言のある方は挙手を求めます。よろしいですか。 

 【質疑なし】 

議 長  報告案件でございますので、ご了承いただけますよう、お願

い申し上げます。 

 次に、その他農業委員会行事に関わる事項について審議をい

たします。議案第 204 号 農地等利用最適化推進施策に関する

意見書についてを議題といたします。本件につきましては、先

月から継続案件であり、事務局より各地区調査会での意見等、

検討状況を含めて議案の説明をお願いいたします。 

竹内事務局長補佐  事務局の竹内です。議案第 204 号 農地等利用最適化推進施

策に関する意見書について、こちらの資料をご覧いただきたい
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と思います。こちらにつきましては、１月 13 日の役員会で最終

案を決定いただきまして、今月の地区調査会で意見書の説明を

させていただきました。特に意見がありませんでしたので、こ

の総会で決定いただきましたら、こちらの意見書を市長に提出

したいと考えています。事務局からは以上になりますが、よろ

しくお願いします。 

議 長  ただ今、事務局より説明がありました。各地区調査会長から、

補足がありましたらお願いします。調査会長、いいですかね。

本文もよろしいですか。これより質疑に入ります。発言のある

方は挙手を求めます。いかがでしょうか。 

 【質疑なし】 

議 長  十分この審議の日もありましたので、特段ご意見もないよう

でございますので、ここで採決に入ります。議案第 204 号につ

いて、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員の賛成を確認いたしました。

議案第 204 号は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第 218 号 長野市農政懇談会についてを議題とし

ます。それでは事務局から、本案件の説明をお願いいたします。 

竹内事務局長補佐  続けて説明させていただきます。お手元の資料、議案第 218

号 長野市農政懇談会について、こちらをご覧いただきたいと

思います。先ほどの意見書をこの農政懇談会で市長に提出しま

して意見交換するということで、２月 18 日午後３時から、ホテ

ル国際 21 で予定しておりますが、コロナの状況が、かなり緊迫

しております。そうした中で、こちら、経過をまとめさせてい

ただきました。 

 まず、新型コロナウイルスの感染症対策ということで、１月

13 日には長野市の感染警戒レベルが特別警報２になりました。

その後、１月 24 日の月曜日には、県が国に、まん延防止等重点

措置の適用を要請しまして、実施期間が１月 27 日から２月 20

日までということで、現在適用されている状況です。 

 また、農政懇談会の２月 18 日におきましても、まん延防止措

置の適用期間中ということでありまして、中段に、まん延防止

重点措置実施中における懇談会の開催のあり方についてまと

めさせていただきましたが、１月 26 日と 27 日の地区調査会で

は、コロナ時のイベントの開催要件に沿ったものであれば、ま

ん延防止等重点措置適用期間中であっても、開催して、決して

悪いわけではない。その一方で、万全な体制を取るとしても、

万が一、懇談会が原因で感染者が出た場合には、関係する皆さ
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んに迷惑がかかってしまう、そんな意見がありました。そして、

１月 28 日の金曜日に会長と会長代理、事務局で協議をさせて

いただきました。措置区域において、混雑した場所や感染リス

クが高い場所への外出、移動の自粛の協力が求められている

中、全市から一堂に会することはよいのか。また、措置適用期

間中にどうしてもこの懇談会を開催しなければいけないもの

なのか。そういう点で協議した結果、全市の移動を伴う集合形

式での開催は困難と判断いたしまして、２月 18 日の金曜日に

予定しておりました長野市農政懇談会につきましては、事務局

としては、今年度は中止させていただきたいと考えておりま

す。 

 ただし、２月 18 日の午後３時から、先ほど決定いただきまし

た意見書を、会長から市長に提出したいと考えておりまして、

場所につきましては市長応接室、出席者になりますが、密にな

らないようにということで、市長と農林部長、農業委員会から

は会長と会長代理、事務局ということで、意見書の提出を考え

ております。農政懇談会は中止、意見書は会長と会長代理から

市長に直接手渡す、そんなことを予定しています。 

 この内容で決定いただきましたら、全委員さんに農政懇談会

中止ということで別途、文書を郵送したいと考えております。

事務局からは以上になりますが、お願いいたします。 

議 長  長野市農政懇談会につきましては、それぞれ準備してまいり

ましたけども、コロナ禍の環境からして、集まって直接、市長

さんたちとはお話はできないという状況でございます。その関

係で、今、事務局から説明のあったような対応をしていきたい

というのについて、皆さまがたのご意見ございましたら、ご発

言お願いいたします。いかがでしょう。よろしいですかね。正

直、僕自身も非常に残念に思います。 

 それでは、議案決定をさせていただきたいということで、異

論がなければ、これから裁決に入ります。議案第 218 号につい

て、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認いたしました。や

むを得ずという手の挙げ方でございました。よって、議案第 218

号は原案のとおり可決いたしました。あとは事務局のほうで処

理をよろしくお願いいたします。 

 次に、議案第 219 号 農地の賃借料情報についてを議題とい

たします。それでは事務局から、当案件の説明をお願いいたし

ます。 

駒 村 主 査  事務局の駒村です。議案 219 号 農地の賃借料情報について



 
 

31

 説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

 資料ナンバー3-1 をご覧ください。まず１、根拠法令ですけ

れども、農地法の第 52 条になります。２、取り扱いですが、農

業委員会が賃借料の目安として公表していた標準小作料が、農

地法の改正により、平成 21 年 12 月に廃止され、それに代わる

ものとして、現在は全国農業会議所作成の農地の賃借料情報提

供の手引きに基づき、実際にあった取引の集計値を参考として

公表しているものです。 

 ３、令和３年版の概要。（1）データの取得期間につきまして

は、令和３年１月から令和３年 12 月までが対象となっており

ます。 

 （2）令和３年２月 26 日の第 13 回総会における意見に対する

対応ですが、この総会の際、使用貸借、無償の貸借になります

が、この使用貸借が平均値の算出に含まれておらず、年々平均

額が上がっていく傾向が見られる。使用貸借を含めた平均額を

示してほしい、というご意見をいただきました。しかし、手引

きでは、賃借料水準の計算に、使用貸借による権利の設定は対

象としない、と定めていることから、現状どおり、賃借料水準

の計算には含めず、別枠で、件数のみを記載するということで

対応させていただきます。 

 （3）の検討事項といたしまして、案の１と案の２の算出方法

について説明させていただきます。まず、案の１については、

現状どおりの算出方法になります。こちらは取引の全賃借料デ

ータにより、平均額、最高額、最低額を算出する方法で、長野

市独自の算出方法となります。この方法で算出したものが資料

の２枚目、資料ナンバー3-2、調整前というものになります。こ

の、全賃借料データにより算出した場合、年ごとに数値の振れ

幅が大きいところが見受けられる状況でして、次のページの別

紙という資料に、全賃借料データにより算出した過去５年間の

長野市全体の平均値の推移をお示ししておりますので、ご確認

いただければと思います。 

 続きまして、資料の１枚目にお戻りいただきまして、案の２

について説明させていただきます。こちらは、手引きに基づき、

賃借料情報の信頼性を高めるため、全賃借料データの平均値×

プラスマイナス 70 パーセントを超えるものを除いて算出する

方法になります。地域内の平均に比べ、著しく高額、あるいは

低額のデータを取り除くことで、より標準的な水準を算出する

ことができ、賃借料データの信頼性が高まるものでございまし

て、須坂市や、上田市、佐久市など、多くの近隣市町村でもこ

の手引きによる方法で算出し、公表をしております。 
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 この方法で算出したものが、資料の４枚目、資料ナンバー3-

3 というもので、プラスマイナス 70 パーセント超えカットと書

かれているものになります。また、無償の貸借である使用貸借

につきましては、これまで同じ表の中で、データの件数の隣に

使用貸借の件数のみを記載しており、分かりづらいとのご指摘

がございましたので、この資料ナンバー3-3 では、上段の１で、

賃借料の情報を記載しまして、下段の２で、使用貸借の件数と、

全利用権設定数に占める割合というものを記載いたしました。 

 事務局といたしましては、令和３年版から、この案の２の方

法で算出したもので公表してまいりたいと考えておりますの

で、ご審議いただきますよう、お願いします。 

 資料のほうは、また１ページ目に戻りまして、４、農業委員

会だよりへの掲載についてですが、令和４年３月発行の第 93 号 

農業委員会だよりに掲載する予定です。なお、スペースの都合

上、長野市全体の平均額、最高額、最低額、件数、使用貸借件

数のみを記載しまして、詳細はホームページのほうに掲載いた

します。説明は以上となります。よろしくお願いします。 

議 長  それでは今、事務局から農地の賃借料情報についての説明を

いただきました。これより質疑に入ります。発言のある方は挙

手をお願いいたします。いかがでしょうか。 

 駒村さん、ホームページに載っているのは、一番最後のペー

ジという理解でいいですか。 

駒 村 主 査  はい。 

議 長  分かりました。使用貸借権設定件数が、今度は記載されます

から、地区によっては、いわゆる、とにかく作ってもらうだけ

でもありがたいという件数がここに反映されているというふ

うに理解されたいと思います。 

 地域別にも、ここまで細かく記載をされていれば、十分じゃ

ないのかなというふうに思いますけど、いいですね、これで。 

 よろしいですかね。では、質問もないようでございますので、

採決に入りますがよろしいですか。それでは、議案第 219 号に

ついて、原案のとおり決定をすることに賛成の方の挙手を求め

ます。 

 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認いたしました。議

案第 219 号は、原案のとおり決定いたしました。あとは事務局、

よろしくお願いします。 

 次に、議案第 220 号 農地等の利用最適化の推進に関する指

針（令和４年度から令和８年度）についてを議題といたします。

それでは事務局から、本案件の説明をお願いいたします。 
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竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 議案第 220 号 農地等の利用の最適化の推進に関する指針（令

和４年度から令和８年度）についてご説明をさせていただきま

す。資料ナンバー４をご覧ください。本案件につきましては、

１月の各調査会においてご説明をさせていただいた案件でご

ざいます。現在の指針が、今年度末で終了するということで、

それを受けて令和４年度から新たに指針を設定するというこ

とで、提案しております。各調査会でいただいたご意見により、

今回、修正した内容でご説明のほうをさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 まず１点目でございますけれども、１ページの中段以下に、

見え消しで消してございます。新たな指針の計画期間の説明で

あるため、現在の指針の終了期日には触れなくてもよい、とい

うご意見をいただきまして、削除するものでございます。また

合わせて計画期間についてのご意見をいただきました。５年間

ということで、もう少し長いほうがよいのではないかというよ

うなご意見もありました。長野市では、農業振興アクションプ

ランとの整合性を図るということで、５年間としております。

前回から定めているものでございますので、ご理解をいただけ

ればというふうに思っております。 

 次に、４ページの一番上段、③番になりますけれども、こち

らの、見え消しで消した部分になります。山林原野化した農地

の非農地化ということで、この言い方が分かりづらいというご

意見をいただきました。非農地判断につきましては、３ページ

の一番上の③番に記載がございまして、このことについては重

複している部分もありますので、この４ページの③番について

はこの部分、山林原野化した農地の非農地化ということについ

て削除したいというふうに考えております。 

 以上、修正２点ございますけれども、事務局として提案をさ

せていただきますので、ご審議のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

議 長  ただ今、事務局から説明をいただきました。調査会、役員会

で審議いただいて、一度ブラッシュアップしていただいて、今

日は２件の削除が最後の修正でございます。この内容につきま

して、皆さまよりご質問、お受けしたいと思いますけど、発言

のある方は挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 【質疑なし】 

議 長  それでは、質問もないようでございますので、採決に入りま

す。議案第 220 号につきまして、原案のとおり決定することに

賛成の方の挙手を求めます。 
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 【全員挙手】 

議 長  ありがとうございました。全員賛成を確認させていただきま

した。議案第 220 号は原案のとおり決定いたしました。 

 以上で予定した議事が全て終了いたしましたけれども、それ

以外に、議題として、皆さまから何かご意見ありましたら、お

願いをいたします。ございませんか。ありがとうございました。

では、本日予定されていました議事、全て審議終了いたしまし

た。皆さまのご協力で、効率のよい会議が進められたと思いま

す。それでは、会長代理さんのほうにバトンタッチしたいと思

います。ありがとうございました。 

曽 根 会 長 代 理  青木会長、議長の役、大変お疲れさまでした。以上で本日の

議事は終了となりました。次に、８のその他に移りますが、本

日の議事全体を通して、委員の皆さまから何かご意見等ありま

したら、お願いいたします。 

塚 田 委 員  塚田です。会の冒頭での会長の挨拶の中にもございました

が、農地パトロール等で各委員さんのそれぞれの立場で、現況

を判断して報告するわけですけれども、個人によって、やはり

判断の基準っていうのが、明確なものというのがないので、決

めづらいということもあると思うのです。例えば、これは誰が

見てももう原野だと、山林だというようなものを、判断で、Ｂ

判定だとかそういった判断にした場合、農地台帳上は、そこは

もう農地ではないという形にはなるわけですよね。だけど、別

にそれは法務局の謄本上は、別に変わるわけでもない。その辺

が、今までそういったトラブルないと思うのですけれども、要

はそこの地権者、所有者の、それは同意を得てそういうふうに

するわけではないのですよね？だから例えば、農業委員会だよ

りであるとか、そういったところに、載せてもらったらありが

たいかなと、ちょっと思うのですけれども。 

竹下主幹兼事務局

長 補 佐 

 すいません、事務局の竹下ですが、ただ今の非農地決定の関

係なのですが、一応、山林原野の判断を決定いただくのは委員

さんということで、それについて、非農地決定を総会ですれば

決定になるのですが、今のところ、所有者の方の同意をいただ

いて、全て決定させていただいています。 

塚 田 委 員  Ｂ判定になると、翌年のその農地調査のときに、一回そうな

ると、農地調査から外れますよね。 

村田地区調査会長  外れないですよ。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 Ｂ判定されたものは、非農地決定しない限りずっとＢ判定の

まま残っているという状態です。 

塚 田 委 員  非農地決定されれば。 

竹 下 主 幹 兼  されれば外れます。 
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事 務 局 長 補 佐 

村田地区調査会長  だから、そもそも農地パトロールでは外れないから、そんな

権限はないのですよ。 

塚 田 委 員  ということは、私がちょっとじゃあ、勘違いしたかもしれな

いけども、農地調査で、これはもう誰が見ても農地じゃないっ

ていうことで、原野の判定をしますよね。翌年の、だからその

農地調査のときに、一回そうなると、農地調査から外れますよ

ね。 

 今年、例えば原野だっていう判定をしたときに、来年の農地

調査のときには、そこは農地っていうことじゃなくて、原野と

して残ってないですか。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 農地は農地として。ただ、原野化した農地、Ｂ判定で載って

います。 

村田地区調査会長  それだけなのですよ。 

塚 田 委 員  ということは、所有者が法務局に、要は農地から原野にする

という手続きをしない限り、農地調査ではまた同じことか。 

村田地区調査会長  数字上がってくる。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 青木会長が言われるのは、そういうのを非農地決定して、な

るべく分かりやすく落としてしまいたいということです。 

塚 田 委 員  毎年、意向調査は行くということですか。そういうことじゃ

ないですか。意向調査、要はその所有者に。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 意向調査は、遊休農地だけです。Ａ２と低利用。Ｂ判定につ

いては、特に行ってないです。 

塚 田 委 員  山林原野と判断したものは、そのままということか。 

酒 井 委 員  その個人に対して、これは山林になりましたよってことは、

それ持ってって法務局へやれば、登記簿から消えるわけですか

ら、それは全然問題ないと思う。 

曽 根 会 長 代 理  それ、非農地決定をして、本人が登記をし直さなきゃ駄目で

すよね。 

塚 田 委 員  われわれが調査をして、荒れていて、どうしますかってこと

で、通常、所有者のところに意向調査の通知がいくわけですよ

ね。それで、もうこれが農地から外したいと、原野、山林に戻

したいってことでやると、ここで OK になって、それで所有者が

法務局にそれを持って行くと、地目が変えられると。それやら

ない人、多いわけですよね。 

村田地区調査会長  だからそのままになってる。 

塚 田 委 員  登記簿には残してあるから。それは、翌年からもうそれは調

査の対象から外して良いってこと・・・。 

酒 井 委 員  山林原野は調査の対象じゃないですよ。 

市 川 事 務 局 長  法務局の地目変更をしなくても、本人から申請が出て、非農
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地決定をすれば台帳から落ちます。 

塚 田 委 員  落ちますよね。 

市 川 事 務 局 長  はい。だから、登記は必ずしも、付いてきてなくて大丈夫で

す。 

青 木 会 長  だから本人同意がね、今、全然されてないのですよ。農業委

員会で、それぞれ委員さんがジャッジするだけで、だから結局、

荒廃農地そのものは変わってないのです。 

塚 田 委 員  そうですよね。 

青 木 会 長  ただ自己満足状態。あくまでも本人同意で初めてそこから、

農業委員会としての仕事が外れれば、テリトリーから外れると

いうことです。 

塚 田 委 員  取りあえずは調査して、要は、Ａ判定から取りあえず外れた

という場合に、意向調査っていうのが必ずいきますよね。それ

で、返答が来ないとなると、どんどん荒れて、その一回、その

所有者のところに意向調査の通知が、送った人に対しては、も

うその後、全く荒れていた場合、再度、意向調査はいかないけ

れども。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 すいません、意向調査は、さっき言ったみたいに遊休農地に

ついてやるのですが、今年度から、Ａ２と低利用になった農地

はもう、ずっと毎年意向調査を行います。 

青 木 会 長  これからね。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 ええ。これからは、毎年、そのまま変わりなければ、そのま

ま毎年調査の対象となります。で、そのＡ２、低利用っていう

遊休農地っていうのは、ずっと遊休農地でいたとすれば、それ

はだんだん、山林原野化していくわけです。 

塚 田 委 員  そうですね。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 
 いずれはＢ判定っていうことになっていくと思います。 

塚 田 委 員  でも完全に、その低利用から、誰が見ても山林になっちゃっ

た状態となると、意向調査も何もないということでいいです

か。 

竹 下 主 幹 兼 

事 務 局 長 補 佐 

 Ｂ判定されたものは、もう何も、特にないです。あと残って

いるのは、先ほど言った非農地決定になります。 

塚 田 委 員  分かりました。 

松橋事務局長補佐  それについては、また２月に非農地決定の通知を、４年計画

で考えているのですけども、今年度分を発送する予定になって

います。その方に、非農地決定の通知をこちらへ送り返しても

らって、非農地の処理をする、そういう流れになっています。 

 また、連絡取れないところはまた、農業委員さん、推進委員

さんにご協力いただいて、訪問していただいたり、お電話して
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いただくような流れになっていますので、またその辺のほう、

ご協力をよろしくお願いします。 

曽 根 会 長 代 理  では他に。よろしいですか。では最後に事務局から、今後の

日程説明について、お願いします。 

竹内事務局長補佐  事務局の竹内です。お手元に本日の資料とは別に、信州自治

研をお配りしてあります。長沼の水害復興支援活動２年目を終

えてという内容ですが、酒井委員さんから、ご説明をお願いし

たいと思いますが、よろしくお願いします。 

酒 井 委 員  はい。ご報告させていただきますと、私たち、●●が中心に

なりまして長沼水害復興支援、小田切プロジェクトというもの

をつくりまして。小田切の農産物を通して長沼の皆さんのお力

に、少しでもなるかということで２年間行いましたけれども、

その概要について、私なりにまとめたものをたまたま、信州自

治研に掲載されました。農業委員会の皆さんが昨年、小田切の

実情について視察もしていただきましたし、そういう面で言え

ば、報告する義務があるというふうに、私も思いまして、ない

頭を絞りながらまとめております。 

 非常に、欠陥だらけでございますけれども、私たち小田切で

は長沼の水害というのは決して人ごとではないのだと思いま

す。やっぱりこれはずっと続けて、少しでもお力になっていけ

ればというような、そんな気持ちでやっておりますけども、ま

たお暇なときに目を通してご指導いただければ、大変ありがた

いということで、今日、お配りさせていただきましたけれども、

よろしく、一つお願いいたします。 

竹内事務局長補佐  ありがとうございました。それでは、次第ご覧いただきたい

と思います。今後の日程ということで、次第の下段、次回、第

25 回総会でございますが、２月 28 日午後１時半から、10 階の

講堂を予定しております。出席人数を減じての開催を予定して

おりまして、シフト表を皆さんにお配りしてありますが、Ｂグ

ループになります。 

 次第の裏面ご覧いただきたいと思いますが、上段が地区調査

会の日程になります。それから、今後の会議等日程でございま

すが、行事がだいぶ中止になっております。２月１日の三者農

政懇談会、こちら役員さんが対象でしたが中止。それから、役

員会につきましては、２月 14 日、午前 10 時から正午というこ

とでお願いします。この日の午後、市の公社の総会が予定され

ていることから、午前中の開催となっております。それから、

会長が出席予定でありますが、県の農政部との意見交換会が２

月 15 日に予定されています。あと、農政懇談会、先ほどご説明

しましたが、残念ながら中止ということでお願いいたします。 



 
 

38

 その他、３月末の総会までの日程載せてございますので、ま

た、ご確認いただければと思っています。事務局からは、以上

になります。よろしくお願いします。 

曽 根 会 長 代 理  では、日程等につきまして、何かありましたら。よろしいで

すか。それでは、以上をもちまして、第 24 回の総会を終了とい

たします。長時間にわたりまして、ありがとうございました。 

 


